
○旅館業の振興指針 新旧対照表  
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しつつ、新たな衛生上の課題に対応するなど、常に衛生水準の向上を図ら  

なければならない。   

また、より高い利用者の利便への対応等の経営上の課題への取組が求め  

しつつ、新たな衛生上の課題に対応するなど、常に衛生水準の向上を図ら  

なければならない。   

また、より高い利用者ニースヘの対応など経営上の課題への取組が求め  

られている。しかしながら、個々の営業者による取組だけでは、必ずしも  られている一方、個々の営業者による取組だけでは、十分な対策が講じら  

れなかったり、成果を得るまでに時間を要したりする面がある。このため、  十分な対策を講じることができず、十分な成果を得るまでに時間を要する  

面がある。このため、生活衛生同業組合（以下「組合」という。）及び全国  

旅館生活衛生同業組合連合会（以下「連合会」という。）が実施する共同事  

業や研修事業、都道府県生活衛生営業指導センター（以下「都道府県指導セ  

ンター」という。）等が実施する経営相談、株式会社日本政策金融公庫によ  

る融資等により、各営業者の自主的な取組を支援し、もって公衆衛生の向  

上の計画的な推進を図ることが必要である。   

生活衛生同業組合（生活衛生同業組合小組合を含む。以下「組合」という0）  

及び全国旅館生活衛生同業組合連合会（以下「連合会」という。）が実施す  

る共同事業や研修事業、都道府県生活衛生営業指導センター（以下「都道府  

県指導センター」という。）等が実施する経営相談による支援に加え、株式  

会社日本政策会融公庫（以下「日本公庫」という。）による融資等により、  

各営業者の自主的な取組を支援し、もって公衆衛生の向上の計画的な推進  

を図ることが必要である。   

本指針は、現在、旅館業が抱えている諸問題を克服し、利用者の要望の  

変化に的確に対応できる経営形態に移行できるよう、計画的に営業の振興  

本指針は、現在、旅館業が抱えている諸問題を克服し、利用者の要望の  

変化に的確に対応できる経営形態に移行できるよう、営業の振興を計画的  

に図り、もって公衆衛生の向上と利用者の利益の擁護に資することを目的  

として定めるものである。営業者及び組合においては、本指針を踏まえ、  

行政等と連携を図りつつ、経営の改善等に積極的に取り組み、国民生活の  

向上に貢献することが期待される。   

また、本指針は、旅館業が活力ある発展を遂げるための方策について取  

りまとめたものであり、本指針の積極的な活用により、真の豊かさを実感  

を図り、もって公衆衛生の向上と利用者の利益の擁護に資することを目的  

として定めるものである。営業者及び組合においては、本指針を踏まえ、  

行政等と連携を図りつつ、経営の改善等に積極的に取り組み、国民生活の  

向上に貢南犬することが期待される。   

また、本指針は、旅館業が活力ある発展を遂げるための方策について取  

りまとめたものであり、本指針の積極的な活用により、日常生活の質の向  

できる国民生活の実現、地域社会づくりへの貢献など、旅館業の役割を増  

大させ、新たな発展の可能性をもたらすものである。  

上を実感できる国民生活の実現、活力ある地域社会づくりへの参画、日本  

の重要な政策の柱として位置づけられた観光の発展への貢献など、旅館業  
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それを安価な価格で買収し、料金を低廉にして大量の宿泊客を取り込   者の要望に十分対応できない体質となり、さらには、景気の低迷等社   

む経営手法もみられるなど、所有形態や運営方法についても多様化す   会的環境の変化を読み切れず、大聖旅館や老舗旅館の廃業が加速して   

る傾向にある。   いる。   

さらに、観光産業全体を取り巻く事項として、平成十八年十二月に   また、ハンセン病元患者や障害者に対する違法な宿泊拒否、補助犬   

を伴う障害者等への配慮など、人権擁護の問題も重要な経営課題とな  観光立国推進基本法が成立し、観光が二十一世紀における日本の重要  

な政策の柱として明確に位置づけられるとともに、同法に基づき平成  っている。   

十九年六月には、観光立国の実現に関する施策の総合的かつ計画的な  

推進を図るため観光立国推進基本計画が閣議決定され、平成二十年十  

月には観光立国推進基本法（平成十八年法律第百十七号）及び観光立  

国推進基本計画を着実に推進し、観光立国を実現するため観光庁が設  

正されるなど、今後旅館業を含めた観光関連産業の活性化が期待され  

ているところである。  

なお、平成二十年十月以降の世界的金融不況による外国人旅行者の  

伸び悩みや平成二十一年四月以降の新型インフル工ンザ（A／HIN  

1）発生に伴う修学旅行等のキャンセルによる宿泊客の減少は、経営  

このような環境の中で、旅館業の振興を図るためには、従来にも増  

して利用者の要望の変化に的確に対応できる経営形態に移行すること  

が重要である。  

に大きな影響を及ぼしたことから、このような環境においても、旅館  

業の振興を図るため、危機への対応について事前に備えておくととも  

に、従来にも増して利用者が求める需要の変化に的確に対応できる経  

営形態に移行することが重要である。  

今後五年間（平成二十一年度末まで）における営業の振興の目標  

第一に、旅館業は、利用者を宿泊させて料理を提供する営業であり、  

今後五年間（平成二十六年度末まで）における営業の振興の目標  

旅館業は、利用者を宿泊させる営業であるとともに、料理を提供す  
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また、現在の旅館業は、宿泊機能、飲食機能、レジャー機能、   

物販機能等の複数機能を有しているところが多く、営業者は、そ   過重債務等により自力での再生不能な場合には、経営力及び営  

の機能ごとに評価検証し、サービスの見直しなど、利用者に受け   業力のある第三者や新会社設立による営業譲渡、債権の売却等を   

入れられるサービス提供に努めることが重要であり、既に地域に   行うことにより、新組織のもとで債務圧縮を図ることも必要であ   

る。この場合は、従来の経営者の経営責任を問われることとなる  定着している旅館・ホテルであっても、顧客層の変化、周囲の競  

合店の状況等の情報を収集し、自らの店が利用者に提供すべき付   

加価値を見直すなど、常に経営改善について意識するとともに、  

が、従来の経営者が支配人や新運営会社の代表となることも可能  

であり、再生チームの一員として経営の支援に徹する覚悟も必要  

将来まで見据えた経営方針を策定する必要がある。  となる。   

特に、小規模な旅館等においては、営業者や従業員が変わるこ  また、既に地域に定着している店であっても、客層の変化、周   

囲の競合店の状況等の情報を収集し、自らの店が利用者に提供す   

べき付加価値を見直すなど、経営意識の改革に努めるとともに、  

とがほとんどないため、経営手法が固定的になりやすく、新たな  

経営課題が発生した場合に、経営の改善に取り組むことが難しい  

面がある。このため、営業者は、都道府県指導センター等の経営  経営方針について将来まで見据えた上で改めて検討する必要があ  

指導機関による経営診断を積極的に活用することが望まれる。  

イ サービスの見直し及び向上に関する事項  

イ サービスの見直し及びメニューの開発  営業者は、自店の立地条件や経営方針に照らし、サービスの内  

容を見直し、付加価値を高めるよう努めることが必要である。   

経営方針として、特徴のある料理の提供や家庭的な雰囲気を強  

営業者は、サービスの向上の意識を持ち、高齢化及び国際化の  

進展にも対応できる接客の手引を作成し、これを従業員に周知徹  

調した施設等、各旅館ごとの独自の経営方針のもとイ也の旅館等と  底させ、利用者の信頼及び好感が得られるよう、サービスの内容  

の「違い」をアピールする必要がある。その中で、利用客のリピ  を見直し、付加価値を高めるよう努めることが必要である。例え   

ば、対価以上と感じるサービスの提供や手ごろとを感じさせる料  一卜率を高めるために、対価以上と感じるサービスの提供や手ご  

ろ感のある料金の設定、季節にあった地元の農水産物等による料  金の設定、いわゆる「t」ピーター」の獲得を目的とした独自のポ  
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イントカードの発行、季節にあった地元の農水産物等の食材によ  理の提供、利用者の要望に柔軟に対応できる調理体制、食事と入  

浴をセットにした日帰りプラン、還暦等の祝を旅館で行う場合な  る榔里の提供、利用者のし好の要望に柔軟に対応できる調理体制、  

食事と入浴をセットにした日帰りプラン、家族向け割引制度や連  

泊割弓l制度の導入、館内での各種イベントの企画、オリジナリテ  

ィーのある土産物の販売、数種類の浴衣等を顧客に選択させるこ  

となど、新たなサービスの開発が期待される。   

また、閑散期対策として、地元企業や市民を対象とした宴会又  

どの家族向け割引制度や連泊割弓怖り度の導入、館内での各種イベ  

ントの企画、オリジナリティのある土産物の販売、受動喫煙防止  

への配慮、数種類の浴衣等を顧客に選択させることなど、独自な  

サービスの開発が期待される。しかし、リピート率を高めるため  

には、サービス内容だけでなく、真心のこもった接客、周辺の観  

は会食の積極的な受入れ、キャンペーン等の期間限定割引、イン  光地や文化に精通した接客も重要であることを常に意識する必要  

ターネット利用者割引等のメニューの開発も期待される。  がある。  

さらに、観光立国実現に向け、「訪日外国人旅行者数を将来的  

さらに、「観光立国推進戦略会議報告書」（平成十六年十一月三  に三千万人、平成三十一年までに二千五百万人」の目標設定を目  

十日付け観光立国戦略推進会議提言）を踏まえ、外国人旅行客の誘  指して、外国人旅行客誘致のためのパンフレットの作成、従業員  

致のための看板やパンフレット等の作成、環境保全等に配慮した  の語学研修等に積極的な取組が必要である。特に、韓国、中国等  

エコツーリズムなどの積極的な取組も必要である。  近隣アジア諸国からの旅行客に対応した体制整備を行うことは、  

外国人宿泊客増力ロのための取組として有効である。  

ウ 施設及び設備の改善に関する事項  

ウ 施設及び設備の改善  

営業者は、特に今後の利用の増加が見込まれる高齢者等が安心  

営業者は、顧客が安心して施設を利用することができるよう、  

ボイラーやエレベーター等の設備を定期的に点検するとともに、  

して利用できるようにするため、安全衛生、利便性、快適性、災  利便性、快適性、環境保全、バリアフリー化を念頭に置いた施設  

害に対する安全性、利用者の要望の充実等を確保し、バリアプリ  及び設備の改善に努める必要がある。  

一化を念頭に置いた施設及び設備の適切な整備を図る必要があ  
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また、従業員の安全衛生の確保及び労働条件の改善並びに環境  

保全や省エネルギーの観点から、必要な施設及び設備の改善及び  

整備に努めることも必要である。   

さらに、営業者は、清潔で衛生的な料理を調理し、保管し、又  

る。   

また、従業者の安全衛生の確保及び労働条件の改善並びに環境  

保全や省エネルギーの観点から、必要な施設及び設備の改善及び  

整備に努めることも必要である。   

また、営業者は、清潔で衛生的な料理を調理し、保管し、又は  

飲食させるために必要な設備及び機器の整備を図るとともに、店  

内の分煙や禁煙等受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずる  

ように努めなければならない。  

は飲食させるために必要な設備及び機器の整備を図るとともに、  

食事場所の分煙や禁煙等受動喫煙を防止するために必要な措置を  

講ずるように努めなければならない。  

工 情報通信技術を利用した新規顧客の獲得や顧客の確保に関する  

工 情報通信技術を活用した新規顧客の獲得や顧客の確保  

旅館業は比較的、情報通信技術の導入が普及していることから、  

旅館業は比較的、情報通信技術の導入が普及しているが、情報  顧客との信頼関係に基づき顧客情報を適正に管理し、その情報を  

化についての認識が必ずしも十分とは言えない状況にある。営業  基に定期的にイベント案内をメール等で配信し、顧客に積極的に  

者は利用者の要望を把握するため、リアルタイムで直接利用者の  働きかけ、継続的な利用を促すものとする。  

声を聞く体制が重要であり、インターネット上でホームページを  

開設することによって双方向の情報交換を行うことや、定期的に  

イベント案内のメールを発信するなど、情報通信技術を新しい広  

告媒体として活用することが必要である。  また、ホームページ等の開設や宿ネット等の宿泊予約サイトの  

また、宿ネット等の宿泊予約サイトを活用して客室稼働率を高  活用、外国語表示を行うことで外国人旅行客の獲得を目指すなど  

めたり、外国語表示により伝統的な日本旅館等の良さを外国人旅  新たな利用者の拡大を図るとともに、外国人旅行客の無断キヤン  

行客に伝えたりすることにより、新たな利用者の拡大を図ること  セルに対応するためのギャランテイ・t」ザベーション（クレジツ  

トカードで予約を受けた場合、連絡無しに不泊であれば一泊分の  も必要である。  
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